
改

　

① 工期の２分の１を経過していること。
② 予定工程どおり進捗していること。
③ 出来高が請負代金額の２分の１以上に相当するものであること。

　一の工事（複数年度契約にあっては、一の年度の工事）について、中間前払金と部分払（複数年度契
約における各年度末の部分払および繰越に係る工事における年度末の部分払を除く。）の両方を受け
ることはできません。

６　適用時期

　請負者は、中間前払金の請求をしようとするときは、中間前払金に係る認定を受けるために、町に所
定の「中間前払金認定請求書」（様式第２の１号）および「工事履行報告書」（様式第２の２号）を提出する
ものとします。町は原則７日以内に要件審査を行い、「中間前払金認定書」（様式第３号）を請負者に交
付します。
　なお、出来高の数値に疑義がある場合は、請負者に当該数値の根拠となる資料の提示を求め、確認
をさせていただきます。

注） 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるもの（複数年度契約）に係る中間前払金について
は、各年度の年度割金額等および工事期間を基礎として、対象要件該当の有無を判断し、その支払額も年度割金額等を基
礎として計算し、それぞれの年度において支払います（対象要件を満たさない年度については、中間前払金は行わず、当該
年度については部分払を受けることができます。）。

平成２７年４月１日以後に入札の公告等を行う工事から適用します。
（令和６年４月１日以降に保証事業会社に保証申込をする建設工事については、電子保証による手続き
が可能となります。）

美郷町における公共工事の中間前払金制度の概要

ホームページ公表用
平 成 ２ ７ 年 ３ 月
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４　中間前払金の支払

　請負者は、中間前払金に係る認定を受けたときは、所定の「中間前払金請求書」（様式第４号）に、保
証事業会社が発行する当該中間前払金に関する「保証証書」を添付して、町に申請するものとします。
当該請求日から１４日以内に中間前払金を支払ます。

４　中間前払金と部分払の併用禁止

令 和 ６ 年 ３ 月

１　中間前払金の制度

　中間前払金とは、工事の着手時に前払金（請負代金額の１０分の４以内の額）の支払を受けた後に、
更に工事の中間段階において前払金（請負代金額の１０分の２以内の額）の支払を受けることができる
制度です。ただし、請求しようとする中間前払金の額と支払を受けた着手時の前払金の額との合計額
は、請負代金額の１０分の６を超えることはできません。また、着手時の前払金の支払を受けていない場
合は、中間前払金の支払を受けることはできません。

２　中間前払金の対象となる工事

　前払金（請負代金額が130万円以上）の支払いを受けた工事で、次のすべての要件に該当する場合に
おいて、中間前払金の支払を受けることができます。

３　中間前払金の認定



１　工事請負代金支払手続フロー

★１

１４日以内

★１　工期が１／２経過し、予定どおり進捗し、出来高

も１／２以上で請求が可能

２　部分払と中間前払金の比較

（設定条件）請負代金額１億円、着手時前払金率４割、出来高５割、中間前払金２割

着手時前払金 ＋ 着手時前払金 ＋

着手時前払金 ４千万円 ------- (1) 着手時前払金 ４千万円 ------- (1)
　　１億円×4/10 　　１億円×４/１０

部分払 ２千７百万円 ------- (2) 中間前払金 ２千万円 ------- (2)
　　５千万円×９/１０－（５千万円×９／１０ 　　１億円×２/１０
　　×４千万円／１億円）

出来高５割時点の受取額(1)＋(2) 出来高５割時点の受取額(1)＋(2)
＝６千７百万円 ＝６千万円

部分払 中間前払金

前金払のみ 部分払いのみ 前金払＋部分払
Ｄ

前金払＋中間前金払

工 事 完 成 通 知

完 成 検 査

請 負 代 金 請 求

着手時前払金請求

工　　　　　　　事　　　　　　完　　　　　　成

中間前払金認定

保 証 書 寄 託

中間前払金請求

部 分 払

Ａ

着手時前払金支払

中間前払金認定請求

中間前払金支払

出 来 高 検 査

部 分 払 請 求

着手時前払金支払

出来高確認請求

出来高確認請求

保 証 書 寄 託

請 負 代 金 支 払

部 分 払

保 証 書 寄 託

着手時前払金請求

着手時前払金支払

出 来 高 検 査

部 分 払 請 求

Ａ Ｂ Ｃ

契　　　　　　約　　　　　　締　　　　　　結

１４日以内

保 証 書 寄 託

着手時前払金請求

Ｃ ＤＢ

１４日以

１４日以内

１４日以内

１４日以内

１４日以内

１４日以内
１４日以内

７日以内

１４日以内

４０日以内



３　中間前払金保証の流れ

①認定の請求

②認定調書の交付

⑤中間前払金の請求

⑦払い出し請求

⑧払い出し

※電子保証可

請負者は、発注者に対して中間前払金の認定の請求を行う。

発注者は、請負者に対して認定調書を交付する。

請負者は、保証会社に対して中間前払金保証の申し込みを行う。

請負者は、発注者に対して保証証書（中間前払金）を添えて中間前払金の申請をする。

発注者は、請負者の指定する金融機関に中間前払金を振り込む。

請負者は、必要書類を金融機関に提出し、中間前払金を払い出す。

発注者 請負者

③
保
証
の
申
込
み

④
保
証
証
書
の
発
行

（業務委託契約）
金融機関 保証会社

⑦、⑧

保証会社は、書類確認等の審査を行った後、中間前払金の保証証書を請負者に対して
発行する。

⑥
中
間
前
払
金
の
振
込
み

①

②

③

④

⑤

⑥


